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地方公共団体が設置する公の施設の管理については、平成 15年 6月に地方自治法の一部改

正（同年 9月施行）により、効果的・効率的な管理運営による住民サービスの向上と経費の

節減を図ることを目的に「指定管理者制度」が創設されました。

津山市では、公の施設である「神楽尾公園」の管理業務についても、設置目的をより効果

的に達成するため、平成１８年度から指定管理者制度を導入しています。現在の指定期間が

令和６年３月３１日をもって終了することから、令和６年４月以降の指定期間について、地

方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の 2第 3項、津山市都市公園条例（昭和３４年

津山市条例第８号）第１７条の２及び津山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関す

る条例（平成 17年津山市条例第 100号）第 2条の規定に基づき、神楽尾公園の指定管理者

を募集します。

当該施設については、令和５年７月２８日から募集を行っていましたが、参加表明書の提

出がなかったため、再公募します。

１ 対象施設の概要

(1) 施設の名称

神楽尾公園

(2) 所在地

津山市総社２４０番地ほか

(3) 施設の設置目的、役割等

自然的環境の中で、休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動、交通安全教育等のレクリエーシ

ョンの用に供することを目的として設置

(4) 開園日

昭和５６年６月 開園

(5) 施設概要

管理敷地面積 約６５，０００㎡、管理事務所、ゴーカート場、公園広場、遊歩道、

便所、駐車場、山林等

２ 神楽尾公園の管理運営に関する基本的な考え方

神楽尾公園は、都市公園として地域住民の自然とのふれあいの場、休憩や憩いの場、

散策や遊びの場などを提供することを目的とし、快適で安全な利用を管理運営の基本方

針とするものです。

３ 指定管理者が行う管理業務の基準

別紙「管理仕様書」のとおり

４ 指定管理者が行う業務等

(1)施設の運営に関すること

1)休園日

・公園広場等の休園日はありません。

2)開園時間

・公園広場等の開園時間はありません。

3) 管理事務所の管理について

・管理棟（研修室）は、ゴーカート利用日のみ開錠とします。



2

・管理員の配置は、利用日のみとします。管理員は常時配置としません。

4) ゴーカートの利用日・利用時間

・ゴーカートは、基本的に、土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休

日、児童・生徒の夏休み、春休み期間、ゴールデンウィーク期間を利用日とします。

・ゴーカートの利用時間は、午前１０時３０分から午後４時までです。ただし、必要

があると認めるときは、利用時間を変更できます。

・その他、臨時に必要があると認めるときは、変更できます。

5)炊事棟の利用停止について

・炊事棟の利用を停止します。他の施設の利用を案内してください。

6)利用の許可・利用料金の徴収について

・津山市都市公園条例第１７条の３に基づき、許可等行ってください。

7)利用の制限に関する事項

・津山市都市公園条例第１２条に該当するときは、施設の利用を許可することはでき

ません。

8)利用料金について

・施設の利用料金は、当該指定管理者の収入とします。なお、各施設の利用料金の額

は、条例で定める範囲内において、指定管理者が市の承認を得て定めることとしま

す。

9)利用料金の減免

・利用料金の減免は、津山市都市公園条例第１７条の４に基づき行ってください。

10)入園者の安全確保及び事故等に対する措置

・施設設備の安全点検を実施し、入園者の安全を確保すると共に、安全に対する啓発

啓蒙活動に心がけ事故等有事の際に迅速に応急措置等行ってください。

(2)維持管理に関すること

1)公園内の清掃整備に関すること

・公園内を美しく衛生的に保ち快適に公園利用できるよう、日常清掃及び定期清掃の

調整等行い、施設全体の清掃整備を行ってください。

2)遊具施設、建物等の保守点検及び保全に関すること

・公園内の遊具、設備、施設、建物等の機能及び性能等を維持し、公園を安全かつ快適

に利用できるよう、保守点検、補修等保全に努めてください。

3)公園内の植生維持及び管理に関すること

・公園内の植生について、剪定、刈込み、施肥、病害虫防除、除草、散水等行ってくだ

さい。

4)駐車場の管理に関すること

・定期的に巡回見回り、公園利用者以外の使用を排除するよう管理してください。

5)一般廃棄物処理に関すること

・一般廃棄物（ごみ）は、津山市が指定している分別方式により分別の上、事業所ごみ

として適切に処理してください。

(3)施設の管理に伴う人員の確保及び資格等について

1)施設の管理運営を行うため、次の要件を満たしてください。

・受付事務や公園の維持管理事務に支障がでないよう管理員の配置及び適正な人数を

配置してください。ただし、専門業者等に一部委託をする場合を除く。

・施設内の機械設備及び衛生設備、電気設備関係については、維持管理及び点検業務

等専門知識を有する者を配置してください。ただし、専門業者等に一部委託をする

場合を除く。
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・施設の管理については、防火管理者の届出を必要とするため、その資格を有するも

のを配置すること。

2)指定管理者には、個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月３０日法律第５７号）が

適用され、その規定により施設の管理を行うにあたって、保有する個人情報の取り扱

いに関して市と同等の責務（利用及び提供の制限等）が課せられます。

(4)業務の報告に関すること

1)管理業務の実施状況及び公園施設の点検状況、利用状況、利用料金の収受状況、

利用料金減免状況、事業実施状況は１箇月ごと取り纏め翌月１０日までに報告してく

ださい。

2)年間の管理業務実施状況、利用者状況、利用料金状況、利用料金減免状況、管理

経費の収支状況、事業実施状況、備品管理状況は、当該年度終了後３０日以内に

報告をしてください。

3)年度事業計画書を前年度３月末までに提出してください。

4)市は、管理業務実施状況の調査のため現地調査を随時実施します。指定管理者は、正

当な理由なく市の調査を拒否できません。

5)市は、業務報告書について調査及び説明を求め、結果により、内容の変更又は追加、

業務の改善を命令します。

(5)その他

1)自主事業

公の施設として、設置目的の範囲内または設置目的を増進させるものに限り、自主事

業を実施することができます。

自主事業は、事業実施計画書により、市の事前の承認を得て実施できます。

2)自動販売機等の設置

園内に自動販売機等の公園施設以外の設備等設置する場合は、津山市都市公園条例の

規定により占用許可が必要となり、自動販売機の売上額に対し、その１２％を納付金

として市に納入するものとします。

５ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までの５年間

ただし、管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消すことがあ

ります。

６ 管理に要する経費

神楽尾公園の管理に要する経費は、利用料金及び自主事業の収入、並びに市が支払う

指定管理料によって賄うこととします。

このうち、指定期間中に市が支払う指定管理料の額は、下記に定める基準価格の範囲

内で、応募団体から提案を求めます。

なお、市からの指定管理料の支払方法については、市と指定管理者が協議し、双方で

締結する協定書で定めます。

基準価格（５年間） ３８，９４０千円（消費税及び地方消費税を含む）

（年度毎の指定管理料の額は、応募団体から収支予算書で提案を求めます。）

例示額（令和 ６年度 ７，７８８千円）

（令和 ７年度 ７，７８８千円）

（令和 ８年度 ７，７８８千円）

（令和 ９年度 ７，７８８千円）
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（令和１０年度 ７，７８８千円）

※１ 基準価格を超える提案があった場合には失格となりますので、ご注意ください。

※２ 管理に要する費用が管理料等の総収入を上回った場合も、市が特別な事情があると認

めない限り、補填は行いませんのでご留意願います。

※３ 毎事業年度ごとに、当該施設の運営（自主事業を含む）において利益が生じた場合は、

利益の額に１/２を乗じた額を納付金として翌年度５月末までに津山市へ納入してく

ださい。納付金は、１０万円未満を切り捨てとします。

７ 管理物件について

(1) 管理物件は、管理仕様書のとおりです。

(2) 管理物件は、無償で貸与します。

(3) 指定管理者は、管理物件を適正に管理してください。

(4) 指定管理者は、施設賠償責任保険に必ず加入してください。

８ 消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）への対応について

令和５年１０月から導入が予定されている消費税の適格請求書等保存方式（インボイ

ス制度）において、利用料金等の収受に際し、適格請求書（インボイス）の利用者への交

付が想定されます。（ただし、消費税免税事業者である場合を除く。）

インボイス制度の趣旨を理解のうえ、必要に応じて手続や準備を行ってください。

 

９ 市と指定管理者との責任分担

市と指定管理者との責任分担は、原則として、次の表に定めるとおりとする。

※ 管理施設の維持保全について、１件につき１０万円（消費税及び地方消費税を含む）未

項 目 リスク負担者

種 類 内 容 津山市 指定管理者

法令等の変更 施設の管理運営に影響を及ぼす法令変更 協議事項

物価変動 物価変動による経費の増減 ○

金利変動 金利変動による経費の増減 ○

需要変動 利用者の減少等による収入減 ○

不可抗力 天災（地震、台風等）その他不可抗力によ

る履行不能
協議事項

施設・設備並びに

備品の修繕・改修

施設等管理上の瑕疵に係るもの ○

上記以外のもの（１件１０万円未満の修繕等） ○

上記以外のもの（１件１０万円以上の修繕等） 協議事項

法令等変更に伴う改修 ○

第三者（施設利用

者含む）への損害

賠償

指定管理者の瑕疵によるもの ○

上記以外のもの
協議事項

保険加入 施設 火災保険 ○

施設賠償責任保険 ○

第三者賠償責任 ○

広報活動 ○

包括的管理責任 ○

原状復帰 指定期間の終了又は期間途中での業務廃

止の場合における原状復旧等の費用
○
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満のものについては指定管理者が自己の費用と責任において修繕等実施してください。

ただし、１件につき１０万円（消費税及び地方消費税を含む）以上が見込まれる場合は、

市と指定管理者で協議とします。

※ 市は施設に対する保険に加入しています。

指定管理者は施設の管理運営上に対する賠償責任保険に加入してください。

１０ 応募資格

応募できる団体は、指定期間中、確実に管理運営できる法人その他の団体（以下「団

体等」という。）とします。

なお、次の欠格事項に該当する団体等は応募資格がありません。

① 団体又はその代表者が契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない

者。

② 代表者、役員又はその使用人が刑法第９６条の３又は第１９８条に違反する容疑が

あったとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から２

年を経過しない者。

③ 団体又はその代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条又は

第８条第１項第１号に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日

から２年を経過しない者。

④ 団体又はその代表者が指定管理者として行う業務に関連する法規に違反するとして

関係機関から認定された日から２年を経過しない者。

⑤ 団体又はその代表者が、所得税又は法人税、消費税及び市税等を滞納している者、

又は正当な理由なく個人住民税の特別徴収を行っていない者。

⑥ 市から指定管理を取り消され、その取り消しの日から１年を経過していない者及び

市から指名停止措置を受けている団体等。

⑦ 代表者又は役員が暴力団員等（津山市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力

団員等をいう。）である団体等。

⑧ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与

していると認められる団体等。

⑨ 暴力団又は暴力団員等の統制下にある者。

⑩ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を

加える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められる者。

⑪ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め

られる者。

⑫ 暴力団員等であることを知りながら、その者を雇用・使用している団体等。

⑬ 代表者又は役員が、暴力団又は暴力団員等と社会的に避難される関係を有している

団体等。

⑭ 現地説明会に参加していない者。

⑮ 参加表明書を提出期限までに提出していない者。

※ 複数の法人等でグループを構成して申請する場合は、次の事項について留意してくだ

さい。

① 代表団体を選出し、市とのやり取りについては代表団体が行うこと。

② 申請書の記名押印等については、参加者全員が行うこと。

③ １４ 提出書類(4)～(9)については、参加者それぞれについて提出すること。

④ 一申請者一提案

申請については、一申請者につき一提案に限ります。また、グループの構成員は他

のグループの構成員となり又は単独で申請することはできません。
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また、代表団体及び構成員は１０ 応募資格①～⑬を満たすことが必要です。

１０ 応募資格⑭⑮については、代表団体が行ってください。

１１ 現地説明会の実施

現地説明会を、次のとおり開催します。なお、１団体２名までとします。

応募資格としています。応募団体は必ず出席をしてください。

(1) 開催日時 令和５年９月２２日（金） 午後２時から

(2) 開催場所 神楽尾公園

(3) 参加申込 現地説明会参加申込書（様式第５号）に必要事項を記入の上、

FAX(0868-32-2155)又は電子メール(toshikiban@city.tsuyama.lg.jp)で、

９月１９日（火）午後５時１５分までに申し込んでください。

電話等口頭では一切受け付けません。

※ 現地説明会への参加は、指定管理者申請時の応募資格要件となっています。

ただし、令和５年８月１０日に開催した現地説明会に参加し、今回応募予定の

事業者については、事前に欠席の連絡をいただければ、この限りではありません。

１２ 質問の受付

募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。

(1) 受付期間 開始 令和５年９月２２日（金）現地説明会終了時から

終了 令和５年９月２８日（木）午後５時１５分まで

(2) 受付方法 質問書（様式第６号）により、FAX(0868-32-2155)又は電子メール

（toshikiban@city.tsuyama.lg.jp）で提出してください。

電話等口頭では一切受け付けません。

(3) 質問回答 FAX 又は電子メールで、１０月２日（月）午後５時１５分までに、現地

説明会の参加全団体に回答し、併せて市のホームページに掲載します。

１３ 参加表明書の提出

公募に関する参加表明書（様式第５号の１）を応募資格としています。応募団体は必

ず提出してください。

(1) 提出先 〒708-8501 津山市山北５２０

津山市都市建設部都市基盤整備課公園係（津山市役所５階）

(2) 提出期間 開始 令和５年１０月 ３日（火）午前８時３０分から

終了 令和５年１０月１０日（火）午後５時１５分まで

※ 郵送の場合、書留郵便により最終日の午後５時１５分までに必着のこと。

※ 電子メール、ファクシミリでの提出は認めません。

１４ 提出書類

申請に当たっては、以下の書類を市に提出していただきます。

なお、市が必要と認める場合は、追加資料を求めることがあります。

(1) 指定管理者指定申請書・・・・・・・・・・様式第１号

(2) 事業計画書・・・・・・・・・・・・・・・様式第２号

(3) 収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・様式第３号

(4) 欠格事由に該当しない申立書・・・・・・・様式第４号

(5) 申請者の概要、沿革

(6) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

(7) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
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(8) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、収支決算書その他の団

体の財務状況を明らかにする書類

(9) 納税証明書等

証明書申請の際の注意事項：２週間以内に納税したものは、「領収書又は引落記帳済み

通帳」を担当窓口にご提示ください。

(10) その他

① グループで申請する場合は、グループの構成員表及び協定書（構成員の代表団体、役

割分担、代金請求・受領団体等を明らかにした書類）

② その他市長が必要と認める書類

１５ 申請書類の提出

(1) 提出先 〒708-8501 津山市山北５２０

津山市都市建設部都市基盤整備課公園係（津山市役所５階）

電話 0868-32-2097（直通番号） ＦＡＸ 0868-32-2155

(2) 提出期間 令和５年１０月３日（火）～令和５年１０月１６日（月）までの日

（市の休日を除く。）の午前８時３０分から午後５時１５分までとします。

※ 郵送の場合、書留郵便により最終日の午後５時１５分までに必着のこと。

※ 電子メール、ファクシミリでの提出は認めません。

(3) 提出部数 原本１部、副本９部

（すべて書類をＡ４版で統一すること。副本は複写可とします。）

(4) 提出書類の扱い

① 提出書類はお返しできません。

② 提出された書類は、必要に応じて複写します。（使用は市役所内及び審査委員会での

検討に限ります。）

③ 提出された書類は、情報公開の請求により開示することがあります。

１６ 選定方法

(1) 指定管理者審査委員会において、各委員が次の審査要領に沿って、それぞれ審査した

評価点の合計が最も高い申請者を審査委員会の選定意見とし、最終的に市において選定

します。

ただし、一定水準以上の評価点を獲得できる申請者がない場合は、指定管理者の指定

を行わないこととします。
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(2) 審査基準と配点

１７ 申請に要する経費

申請に要する経費等は、すべて申請者の負担とします。

１８ 無効又は失格

本要項中に記載しているほか、以下の事項に該当する場合は、無効又は失格となるこ

とがあります。

① 申請書の提出方法、提出先、提出期限などが守られなかったとき

② 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの

③ 申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの

④ 虚偽の内容が記載されているもの

⑤ その他、審査委員会で協議の結果、審査を行うに当たって不適当と認められるもの

審 査 項 目 審 査 内 容 配点

運営経費に関する事項 ・提案価格 １０

申請団体に関する事項
・経済的に安定しているか

・同種の施設管理業務の実績はあるか
１０

管 理 運 営 に

関 す る 事 項

・当該施設の設置目的、趣旨、管理運営の内

容を把握して計画等を作成しているか

・施設や設備の維持管理計画は適切か

・日常の警備及び事故防止、防災に関する対

策は適切か

・緊急時の連絡体制、役割分担等の取り決め

は適切か

・個人情報の保護に関する制度を理解し、体

制を整備しているか

・情報公開に関する制度を理解して体制を

整備しているか

２５

事 業 実 施 に

関 す る 事 項

・事業計画の内容が、具体的・現実的であり、

かつ、創意工夫が見られるか

・施設の利用を促進させる方策（宣伝、広報

等）がとられているか

・利用者等の要望、意見等を迅速に反映させ

る方策がとられているか

・サービス全般について定期的に評価し、改

善に結びつける方策があるか

・収支計画は事業計画との整合性が図られ

ており、かつ、実現可能性はあるか

・効率的な運営が工夫されているか

３０

サービス提供体制に

関 す る 事 項

・適切な人員や有資格者を配置しているか

・職員の育成・研修体制は講じられているか

・平等な利用の確保のための方策は十分か

・トラブル、苦情処理に適切に対応できる体

制を講じられているか

２０

そ の 他
・地域や関係団体との連携に対し、積極的で

具体的な方策があるか
５

合 計 １００
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１９ 審査委員会

令和５年１０月下旬 津山市役所都市建設部５階会議室（５０１会議室）で実施を予

定しています。

申請者である法人その他の団体の代表者又は代理の方のプレゼンテーションをお願い

します。

期日、時間、場所については後日改めて連絡します。

２０ 選定結果等の公表

応募状況及び選定結果については、各申請者に文書で通知するとともに、全事業者名

を市のホームページ上で公表します。

なお、市のホームページでは、全申請者の事業者名と合計点、項目毎の点数を公表し

ますので予めご了承ください。

２１ 指定管理者の決定

① 指定管理者は令和５年１２月津山市議会の議決を経て指定されます。

② 議決後に市と指定管理者との間で協定を締結します。

２２ 留意事項

① 指定管理候補者を指定管理者として指定する前において、指定管理候補者が１０応募

資格に掲げる要件を欠くことになったとき、又は財務状況の悪化等により事業の履行

が確実でないと認められるとき、若しくは社会的信用を著しく損なうなど指定管理者

としてふさわしくないと認められるときは、協定を締結しない又は協定を解除し、指

定管理者の指定を行わないことがあります。

② 指定管理者の指定後に、指定管理者が１０応募資格に掲げる要件を欠くことになった

とき、又は財務状況の悪化等により事業の履行が確実でないと認められるとき、若し

くは社会的信用を著しく損なうなど指定管理者としてふさわしくないと認められると

きは、指定管理者の指定を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じるこ

とができるものとします。

２３ 今後のスケジュール

指定管理者による管理の開始までのスケジュールは、次のとおりを予定しています。

(1) 募集期間 開始 令和５年 ９月１１日（月）

終了 令和５年１０月１６日（月）午後５時１５分まで

(2) 現地説 明会 令和５年 ９月２２日（金）午後２時～

(3) 質問の 受付 令和５年 ９月２２日（金）～令和５年 ９月２８日（木）

(4) 参加表明書提出期間 令和５年１０月 ３日（火）～令和５年１０月１０日（火）

(5) 申請受付期間 開始 令和５年１０月 ３日（火）午前８時３０分から

終了 令和５年１０月１６日（月）午後５時１５分まで

(6) 審査委 員会 令和５年１０月下旬

(7) ヒアリ ング 審査委員会に併せて実施

(8) 選定結果の通知 令和５年１１月上旬

(9) 協定の 締結 令和６年１月下旬（議会議決後）

２４ 添付資料・様式

(1) 指定管理者指定申請書・・・・・・・・・・様式第１号
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(2) 事業計画書・・・・・・・・・・・・・・・様式第２号

(3) 収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・様式第３号

(4) 欠格事由に該当しない申立書・・・・・・・様式第４号

(5) 現地説明会参加申込書・・・・・・・・・・様式第５号

(6) 公募に関する参加表明書・・・・・・・・・様式第５号の１

(7) 質問書・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第６号

(8) 神楽尾公園指定管理者仕様書

(9) 管理施設全景・公園平面図（作業区域図）

〈問合せ先〉

津山市都市建設部都市基盤整備課公園係（担当：橋本、廣川）

電 話 ０８６８－３２－２０９７（直通番号）

ＦＡＸ ０８６８－３２－２１５５

（E-mail；toshikiban@city.tsuyama.lg.jp）


